授業支援ソフト・学習支援ソフト（学習ドリル）に係る情報提供依頼書

令和６（2024）年７月１１日　

みよし市教育委員会　教育部　
学校教育課　

１　目　的
現在使用している授業支援ソフトおよび学習支援ソフト（学習ドリル）が令和７（2025）年１２月に契約満了となることから、最新の情報を把握することを目的として情報提供を求めるものです。

２　依頼内容 
以下の事項について、情報提供をお願いします。
提案書に関しては、様式・頁数は問いません。
(１) 授業支援ソフトもしくは学習支援ソフト（学習ドリル）に関する情報提供
　授業支援ソフトおよび学習支援ソフト（学習ドリル）の導入に関して、以下の情報提供を
お願いします。
　ア　提案書（製品カタログ・商品案内概要書等）
　イ　貴社における授業支援システムもしくは学習支援ソフト（学習ドリル）の受託実績　
ウ　授業支援ソフトもしくは学習支援ソフト（学習ドリル）使用に関する概算見積
　
３　使用機器　
　　本市では学習用タブレットを使用しています。そのため、タブレット使用可能のソフトの提案をお願いします。

４　情報提供依頼の提出方法について
　(１) 提出方法
データ
　(２) 受付期間
　　　令和６（2024）年７月１１日（木曜日）から令和６（2024）年７月２６日（金曜日）
午後５時まで
（土曜、日曜、祝日除く。）

５　配布資料
　　　情報提供依頼実施に伴い、次の資料を配布します。
(１) 情報提供依頼書
(２) 回答書
　　(３) 質問票
６　本件に関する質問
(１) 質問方法
質問がある場合は、質問票を用いて下記問い合わせ先の電子メールで送付してください。
(２) 質問期日
　令和６（2024）年７月２３日（火）　午後５時
(３) 回答方法
各社からいただいた質問事項とその回答については、各々のご担当者様宛にメールでお送りします。来庁又はお電話による質問に対してはお答えできかねますので、ご了承ください。

７　提案書に対するデモについて
提出していただいた提案書につきましては、本市職員にて点検させていただき、その内容に
ついてデモンストレーションを依頼させていただく場合がございますので、ご協力の程よろしくお願いします。当日は、質疑応答の時間を設ける予定です。
デモンストレーション実施予定日：令和６（2024）年８月３０日（金）

８　留意事項
　(１) 今回の情報提供依頼に際し、今後の調達等において特に優遇または不利な取り扱いが
行われることはありません。
(２) 今回の依頼に関して発生する費用は、情報提供者にて負担してください。

９　問い合わせ先
みよし市教育委員会　学校教育課　担当　多治見・中田
〒470－0295　みよし市三好町小坂５０番地
電話：0561-32-8026
電子メール：gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp

